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【本稿の概要】

　本件発明は、「インターロイキン−23（ＩＬ−23）のアンタゴニスト」という公知の有効成分を含む医
薬組成物に関する発明である。この有効成分は、引用発明と同一である。
　また、特許請求の範囲には治療用途が明記されていないが、本件発明は、Ｔ細胞を処理して乾癬を治
療することを目的とする発明である。この治療用途も、引用発明と同一である。
　有効成分及び治療用途が引用発明と同一であっても、新規性・進歩性が認められる場合はあり、例えば、
用法・容量限定・投与方法を限定した発明が挙げられる。知財高判平成26年（行ケ）第10045号「骨代謝

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「ＩＬ−17産生の阻害」事件−公知の有効成分及び治療用途である医薬組成物について、

新たに見出した作用・機序を「用途」として特定して、新規性・進歩性が認められた事例。）［上］（全２回）
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疾患の処置のための医薬の製造のための、ゾレドロネートの使用」事件は、有効成分及び治療用途が引
用発明と同一である「…患者に４ｍｇのゾレドロン酸を15分間かけて静脈内投与することを特徴とする
処置剤。」という発明について、投与方法は容易想到でなかったとして、新規性・進歩性を認めた。
　もっとも、有効成分及び治療用途が引用発明と同一である場合において、新たな作用・機序を見出し
たことを発明特定事項とした上で、当該発明特定事項を相違点として新規性・進歩性が認められた事案
は珍しい。
　すなわち、効果のクレームアップは、当該効果が発明特定事項となる場合、換言すれば、クレームの
構成が当該効果を奏する場合と奏しない場合を含むのでなければ、引用発明との相違点と認定されない
から１、これにより新規性・進歩性が認められることはない。（＝構成が常に奏する効果をクレームアッ
プしても、発明特定事項とならない。）そうすると、特定の物が内在する新たな（非公知の）作用・機序
を発見しただけでは、発明特定事項とはなり得ず、効果のクレームアップにより新規性・進歩性が認め
られることはない。
　そうであるところ、本件発明と引用発明とは、乾癬を治療するためにＴ細胞を処理するという最終目的
は同一であるが、その作用機序として、引用発明は「ＩＬ−12によるＴ細胞を処理（＝Ｔｈ１誘導による
Ｔ細胞刺激を阻害）する」という作用・機序を開示していたのに対し、本件発明は、「Ｔ細胞によるインター
ロイキン−17（ＩＬ−17）産生を阻害する」という新たな（非公知の）作用・機序を見出したものである。
　ここで、「Ｔ細胞によるインターロイキン−17（ＩＬ−17）産生を阻害する」という作用・機序をその
まま記述しただけでは、「インターロイキン−23（ＩＬ−23）のアンタゴニスト」が常に奏する効果をクレー
ムアップしただけなので発明特定事項とならないが、本件発明は、当該作用・機序を用途として記述で
きたことで、発明特定事項と認められたものである。すなわち、乾癬を治療するためにＴ細胞を処理す
るという治療であっても、引用発明の「ＩＬ−12によるＴ細胞を処理（すなわちＴｈ１誘導によるＴ細
胞刺激を阻害）する」という場面と、本件発明の「Ｔ細胞によるインターロイキン−17（ＩＬ−17）産生
を阻害する」という場面とは、当該医薬組成物の投与対象患者を区別できる、すなわち、「本件特許発明
１の組成物を医薬品として利用する場合には、ＩＬ−17濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利
用するものということができる」ため、発明特定事項として認められたものである。
　以上のとおりであるから、本判決を、新たに見出した作用・機序を特定しただけで、新規性・進歩性が
認めた事例と理解することは正しくなく、当該新たに見出した作用・機序により、投与対象患者が区別で
き、それにより「用途」が異なるとして「用途発明」が認められたと理解すべきである。逆に言うならば、
公知物質について新たに作用・機序を見出したときは、当該作用・機序を発揮する場面を区別し、当該場
面に用いられる「用途発明」と再定義することにより、発明特定事項となることで新規性が認められ、当
該新たに見出した作用・機序が容易想到でないならば、進歩性も認められることとなる。その意味で、本
判決は、「用途発明」及び「効果をクレームアップした発明」の両類型に跨る重要な示唆をもたらしたと
評価できる。（「用途発明」及び「効果をクレームアップした発明」の重要裁判例を、以下に幾つか示す。）

１　高石秀樹・別冊パテント15号「進歩性判断における『異質な効果』の意義」（日本弁理士会中央知的財産研究所、

2016）

【特許請求の範囲、本判決の概要、関連裁判例の紹介】

１．特許請求の範囲（【請求項１】）
「【請求項１】Ｔ細胞によるインターロイキン−17（ＩＬ−17）産生を阻害するためのインビボ処理

方法において使用するための、インターロイキン−23（ＩＬ−23）のアンタゴニストを含む組成物。」
２．本判決の概要（新たに見出した作用・機序を「用途」として特定したことにより、新規性・進歩性が


